
人 口 75034 人 33.86 ％）
世 帯 数 35156 世帯 面積 32.71 ㎢

１　地域福祉計画の策定状況

計画の種類 単独で策定 ※他計画と一体で策定している場合は計画名を記載 計画名（ ）

計 画 期 間 令和６年度 ～ 令和１１年度

計画の特徴

２　地域福祉の課題・特性等について

３　包括的支援体制の整備に向けた庁内連携体制等の検討状況について

４　地域における社会資源の状況（連携状況と活動支援状況）について

５　地域福祉（地域共生社会の推進）に関する取り組み（好事例）について

城陽市
（65歳以上割合

〇互いに尊重しあい、支えあうまちづくり　〇みんなが参画し、協働するまちづくり　〇誰もが安心できるま
ちづくり

「みんなが参加する福祉コミュニティづくり」を行うにあたり、すべての人々が障がいの有無や性別、年齢、国籍などに関
係なく、等しく生きる権利を持ち、個性や違いを認め合いながら、インクルーシブな地域社会に参加できるように、地域の
なかでの人と人とのつながりを大切にし、共に支え合い助け合う地域社会づくりが望まれている。「みんなが輝くまちづく
り」を行うにあたり、障がいがあったり、支援や介護が必要な状態であっても、市民の誰もが自己選択により、生涯を通じ
て自己実現を果たすことができるまちづくりが望まれている。「快適で安全なまちづくり」を行うにあたり、環境、交通、
住宅など生活に深く関わる分野全般にわたって、行政サービスの整備や強化だけでなく、地域社会のつながりや顔の見える
関係性の大切さを見つめなおす必要がある。「多様な福祉サービスがあるまちづくり」を行うにあたり、地域生活において
何らかの支援が必要になった場合に、自分の意思に基づいて適切なサービスを選択・利用できるよう、多様な福祉サービス
のあるまちづくりが望まれている。「地域で共に支え、助け合う社会づくり」を行うにあたり、地域生活の上で何らかの支
援が必要になった場合でも、適切なサービスを利用して、安心して暮らせるまちづくりのため、あらゆる社会資源を活用
し、迅速かつ的確に対応できる社会をつくる必要がる。

【相談窓口の状況】既存窓口の連携により対応
【検討の主幹部署】なし
【検討の参加部署】なし
【検討の参加関係機関】なし

【検討状況・実施状況】
→包括的支援体制という改まった体制をとっておらず、既存の窓口の連携により対応している。

【包括的な支援体制の構築に係る課題】
→包括的な支援体制を構築するにあたっては、対応可能な人材の育成や確保が重要と考える。

【社会福祉協議会の活動】
　→社会福祉協議会に対し、社会福祉協議会が行う地域福祉の振興を図るための事業等について補助を行っている。

【連携状況】
　→特になし

【支援状況】
→社会福祉の増進を図ることを主たる目的とする団体へ補助を行っている。


